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（個人情報の帰属） 

第１条 本業務の履行に際して東京都島嶼町村一部事務組合（以下「委託者」という。）が受託者

に貸与するデータ、帳票、資料等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成し

た個人情報並びに委託管理上委託者が保有する必要のある個人情報は、全て委託者の保有する

個人情報とする。 

 

（受託者の責務） 

第２条 受託者は、本業務の履行に際して取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する

法律（平成 15 年法律第 57 号）を遵守して取り扱う義務を負い、その秘密保持に厳重な注意を

払う。 

２ 第１項の規定により受託者が負う責務及び秘密保持に必要な事項のうち、委託者の保有する

個人情報に係る事項は、次の各号による。 

（１）委託者の保有する個人情報の目的外利用及び第三者への提供等を行うことの禁止 

（２）再委託を行う場合は、あらかじめ再委託する業者名、再委託の内容及び事業執行場所を委

託者に通知し承諾を得た上で、再委託先にも本条と同様の秘密保持に関する取扱いとする責

務を課し、遵守させること。 

   また、当該再委託に係る個人情報の安全管理が図られるよう、当該再委託を受けた者に対

する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（３）委託者の保有する個人情報の複写及び複製の禁止 

  なお、委託者の保有する個人情報の複写又は複製を行う場合は、あらかじめ委託者の承諾

を得た上で、複写又は複製の範囲を最小限に止めること。 

（４）個人情報の授受、保管及び管理については、個人情報の紛失、消滅、毀損等の事故を防止

するため、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に格納する等、適

正に管理等を行うこと。 

（５）個人情報保護に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者が、厳重な注意を払

い委託者の保有する個人情報を管理すること。 

（６）前号の業務責任者は、委託者の保有する個人情報を取り扱う業務に従事する者に対して、

事前に個人情報保護に関する教育や研修を行うこと。 

（７）委託者が必要に応じて行う委託者の保有する個人情報の管理状況についての立入調査に対

応すること。 

（８）事故発生時には速やかに委託者に報告すること。 

  なお、委託者は、必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行

うことができる。 

（９）本業務履行中に不良品又は不用品が発生したときは、その発生数量及び発生原因を委託者

に報告し、その処分について委託者と協議すること。 

（10）業務終了後又は委託者が請求したときは、委託者が提供した個人情報の記載・記録された

付記 
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資料等について、速やかに委託者に返還すること。 

（11）前号に規定する委託者が提供した資料等以外の業務に係る個人情報については、業務終了

後、適正に廃棄又は消去し、廃棄又は消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報・

数量・消去方法・消去日等を書面で委託者に報告すること。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第３条 委託者は、受託者が関係法令や前二条の個人情報保護に関する義務規定に違反し又は義

務を怠ったときは、受託者に対して契約書等にある契約解除及び損害賠償請求等の措置を行う

ものとする。 

 

（違約金） 

第４条 第２条に基づき管理された個人情報の取扱いに関して、受託者の責任者及び従事者の故

意又は重過失によって東京都島嶼町村一部事務組合に損害が生じた場合、受託者は東京都島嶼

町村一部事務組合に対して違約金として契約金額の100分の10に相当する額を支払う義務を負

う。 

２ 東京都島嶼町村一部事務組合に生じた損害が前項に基づく違約金額を上回る場合には、東京

都島嶼町村一部事務組合は実際に生じた損害額を立証することで、受託者に対して立証した額

を違約金として請求することができる。 

 

（その他） 

第５条 受託者は、本特記事項の解釈等、個人情報の取扱について疑義を生じた場合、その都度

委託者に確認し、本業務を行うこと。 

 

 


